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区       分 
件            数 
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１ 条       例 ４ ５ 

（１）制      定 ０ ２ 

（２）全 部 改 正 ０ ０ 

（３）一 部 改 正 ４ ３ 

（４）廃      止 ０ ０ 

２ 予       算 ２ ３ 

（１）一 般 会 計 １ ２ 

（２）特 別 会 計 １ ０ 

（３）企 業 会 計 ０ １ 

３ そ の 他 の 議 案 等 ６（３） 21 

計 12（３） 29 

 

２ 専決処分 

区       分 
件            数 

令和３年第２回 令和２年第２回 

１ 承       認 ０ ０ 

（１）条      例 ０ ０ 

（２）予 算 ０ ０ 

２ 報       告 ０ ０ 

計 ０ ０ 

※（ ）は開会日以降に配布予定
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令和３年第２回東浦町議会定例会議案等概要 

        （予算関係議案を除く。） 

第１ 同  意 

 １ 固定資産評価審査委員会委員の選任について（同意第３号） 

   次の者を令和３年７月１日から固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方

税法第 423条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

 

   戸
と

 田
だ

 宏
ひろ

 和
かず

 （新任） 

    東浦町大字緒川 昭和37年生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 農業委員会委員の少なくとも４分の１を認定農業者その他これに準ずる者とすること

について（同意第４号） 

農業委員会委員の少なくとも４分の１を認定農業者その他これに準ずる者としたいの

で、農業委員会等に関する法律施行規則第２条第２号の規定により、議会の同意を求め

る。 
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３ 農業委員会委員の任命について（同意第５号） 

 次の者を農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項

の規定により、議会の同意を求める。 

   間
ま

 瀬
せ

 廣
ひろ

 海
み

 （新任） 

    東浦町大字森岡 昭和19年生 

 

  

 

 

第２ 議  案：条例（一部改正） 

 １ 東浦町認知症にやさしいまちづくり推進条例の一部改正について（議案第22号） 

   介護保険法の一部改正（公布：令和２年６月12日 施行：令和３年４月１日）等に伴

い、所要の規定を整備する。 

   施行日：公布の日 

 

   認知症の定義を「介護保険法第５条の２第１項に規定する認知症」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 東浦町母子家庭等医療費支給条例の一部改正について（議案第23号） 

   児童扶養手当法施行令の一部改正（公布：令和２年10月30日 施行：令和３年３月１

日）に伴い、所要の規定を整備する。 

  施行日：公布の日 

 

母子家庭等医療費の受給資格者に係る所得の範囲及びその額の計算方法を明確にする。 
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 ３ 東浦町都市公園条例の一部改正について（議案第24号） 

   於大公園プールを廃止する。 

   施行日：公布の日 

 

 

 

 

 

 

 ４ 東浦町中央図書館条例の一部改正について（議案第25号） 

   指定管理者による東浦町中央図書館の管理を可能にする。 

施行日：公布の日 

 

   指定管理者が行う業務の範囲 

（１）図書館法第３条各号に掲げる事項に関する業務 

（２）図書館の維持管理に関する業務 

（３）前２号に掲げるもののほか、図書館の管理に関し、教育委員会が必要と認める業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 議  案：契約の締結 

工事請負契約の締結について（片葩小学校管理教室棟屋根外壁改修工事）（議案第28

号） 

工 事 名 片葩小学校管理教室棟屋根外壁改修工事 

路線等の名称 東浦町立片葩小学校 

工 事 場 所 知多郡東浦町大字石浜字坊ケ谷地内 

工 事 概 要 
東浦町立片葩小学校管理教室棟（鉄筋コンクリート造 ３階建 延床

面積3,380平方メートル）の屋根及び外壁改修に伴う建築工事一式 

契 約 金 額 79,200,000円 

契約の相手方 

知多郡東浦町大字藤江字柳牛28番地の１ 

東浦土建株式会社 

代表取締役 長坂 勝之 

契 約 の 方 法 一般競争入札 
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第４ 議  案：未処分利益剰余金の処分  

令和２年度東浦町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について（議案第29号） 

令和２年度東浦町水道事業会計未処分利益剰余金452,870,242円のうち12,000,000円

を建設改良積立金に積み立て、157,409,141円を資本金に組み入れたいので、地方公営

企業法第32条第２項の規定により議会の議決を求める。なお、残余は繰り越すものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 議  案：町道路線 

   町道路線の認定について（議案第 30号） 

   次のとおり町道路線を認定する。 

整理番号 路 線 名 

起   点  （ 地 先 ） 

重要な経過地 

終   点  （ 地 先 ） 

５１８５ 生路 185号線 

東浦町大字生路字梨ノ木 39番 11 

 

東浦町大字生路字梨ノ木 39番６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


